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【年通号数】公開・登録公報2008-014
【出願番号】特願2007-152707(P2007-152707)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｔ   7/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/225    (2006.01)
   Ｇ０１Ｔ   1/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｔ   1/20     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ   6/00     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  42/02     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  17/48     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  17/55     (2006.01)
   Ｇ０１Ｔ   1/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｔ   7/00    　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ   5/225   　　　Ｃ
   Ｇ０１Ｔ   1/00    　　　Ｂ
   Ｇ０１Ｔ   1/20    　　　Ｇ
   Ａ６１Ｂ   6/00    ３００Ｗ
   Ａ６１Ｂ   6/00    ３００Ｓ
   Ｇ０３Ｂ  42/02    　　　Ｂ
   Ｇ０３Ｂ  17/48    　　　　
   Ｇ０３Ｂ  17/55    　　　　
   Ｇ０１Ｔ   1/24    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年6月4日(2010.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射された放射線を検出する複数のセンサーを含むセンサーアレイを有する電子カセッ
テ型放射線検出装置であって、
　前記電子カセッテ型放射線検出装置は、着脱可能な付加機能モジュールとの接続部を有
し、
　撮影モードが静止画撮影および動画撮影から選択可能な選択手段を有することを特徴と
する電子カセッテ型放射線検出装置。
【請求項２】
　前記センサーアレイの放射線入射側とは反対側に導光板を有し、
　前記付加機能モジュールが前記センサーアレイの光リセットのための光源を含み、前記
センサーアレイの側方に配置されていることを特徴とする請求項１に記載の電子カセッテ
型放射線検出装置。
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【請求項３】
　前記付加機能モジュールが、記憶装置、画像処理回路、ディスプレイ、無線通信回路、
冷却素子、放熱板及びバッテリーのいずれかを含むことを特徴とする請求項１又は２に記
載の電子カセッテ型放射線検出装置。
【請求項４】
　前記付加機能モジュールが接続されることによって、前記選択手段は、静止画撮影のみ
可能な撮影モードが静止画撮影および動画撮影から選択可能な状態に切り替わることを特
徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の電子カセッテ型放射線検出装置。
【請求項５】
　前記撮影モードは、前記付加機能モジュールが接続されることによって、静止画撮影か
ら動画撮影に切り替わることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の電子カ
セッテ型放射線検出装置。
【請求項６】
　前記付加機能モジュールが冷却素子または放熱板及びバッテリーを含み、前記付加機能
モジュールの接続によって、撮影モードが静止画撮影および動画撮影から選択可能な状態
に切り替わることを特徴とする請求項１に記載の電子カセッテ型放射線検出装置。
【請求項７】
　前記付加機能モジュールが、筐体内に収容されることを特徴とする請求項１乃至６のい
ずれか１項に記載の電子カセッテ型放射線検出装置。
【請求項８】
　前記筐体が、前記付加機能モジュールを固定するロック機構を有することを特徴とする
請求項７に記載の電子カセッテ型放射線検出装置。
【請求項９】
　前記電子カセッテ型放射線検出装置と、前記付加機能モジュールと、が前記接続部を介
して接続されていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の電子カセッ
テ型放射線検出装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　上記の目的を達成すべく本発明では、入射された放射線を検出する複数のセンサーを含
むセンサーアレイを有する電子カセッテ型放射線検出装置であって、前記電子カセッテ型
放射線検出装置が、着脱可能な付加機能モジュールとの接続部を有し、撮影モードが静止
画撮影および動画撮影から選択可能な選択手段を有することを特徴とする。
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